
第１条（約款の適用）
　　株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ（以

下「当社」といいます。）は、放送法の規定に従い、光テレビ
契約約款（以下「約款」といいます。）を定め、これに基づき
放送サービスを提供します。

第２条（約款の変更）
　　当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、
料金その他提供条件は、変更後の約款によります。

第３条（用語の定義）
　　約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用語 用語の意味
１セットトップボックス 放送サービスを視聴するために必要なデジタル方

式による受信機器。ケーブルテレビ用チューナー
（以下「ＳＴＢ」といいます。）

２ＩＣカード ＳＴＢに常時装着されることにより、ＳＴＢを制
御し、契約者の視聴履歴を記録するためのＩＣを
組み込んだカード

３Ｂ－ＣＡＳカード 地上デジタル、ＢＳデジタル放送用ＩＣカード
４Ｃ－ＣＡＳカード ＣＳデジタル放送用ＩＣカード
５A －ＣＡＳチップ ４Ｋ対応ＳＴＢに搭載された、新４Ｋ／８Ｋ衛星

放送、２Ｋ地上デジタル放送／衛星デジタル放送
の新ＣＡＳ方式に対応したＩＣチップ

６Ｖ－ＯＮＵ 光放送端末

第４条（契約単位）
　　加入契約は、引き込み端子ごとに行います。ただし、同一引

き込み端子により複数世帯が加入する場合は契約の単位を各
世帯とします。（なお、ここでいう世帯とは一住居内において
生活する単身者もしくは生計をともにする者の集まりとしま
す。）

　　なお、同一引き込み端子から複数世帯が居住する建物の各世
帯に分配する場合（以下「対応集合住宅」という）には、別
途建物代表者との基本契約（以下「建物基本契約」という）
の締結をした後、各世帯を契約の単位として加入契約を行う
ものとします。

第５条（契約の成立）
　　加入契約は、契約者があらかじめこの約款を承認し、加入申
込書に記入の上、当社に提出し、当社がこれを承諾したとき
成立します。

２．契約者は、加入契約の締結について地主・家主その他利害関
係者がある時には、あらかじめ必要な承諾を得ておくものと
し、このことに関して責任を負うものとします。

３．当社は次の場合には加入契約を承諾しない場合があります。
（１）法令に反するもの。
（２）公の秩序または善良な風俗に反するもの。
（３）清浄な風俗環境を害する恐れのあるもの。
（４）提供内容（サービス）に関し、犯罪行為により起訴または逮

捕されているもの。
（５）引込設備および宅内設備を設置し、または保守をすることが

技術上著しく困難なとき。
（６）契約の申込みをした者が、料金その他の債務（この約款に規

定する料金および料金以外の債務をいいます。以下同じとし
ます）の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると認めら
れる相当の理由があるとき。

（７）契約者が未成年であり、法定代理人の同意を得ていない場合。
（８）その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

第６条（最低利用期間）
　　戸建住宅・ＩＮＣ非対応集合住宅の光テレビ契約の最低利用

期間は、課金開始日の属する月から２年間、対応集合住宅は
１年間です。なお、最低利用期間中に契約が解除された場合は、
月額基本利用料の１カ月分を支払うものとします。

第７条（工事費割賦）
　　契約者は、当社が実施する工事費割賦を受ける場合、当社が
別途定める適用条件の設定に従うものとします。割賦割引適
用期間中に、重複して割賦割引を適用することはできません。

第 8条（当社が提供するサービス）
　　当社は、サービス提供区域においてサービス提供に必要な全
施設を設置すると共に、その維持および運営に当たります。
また当社は、契約者に次のサービスを提供します。

（１）放送事業者のテレビジョン（多重放送を含む）放送を再放送
する業務

（２）ラジオ放送（ＦＭおよびデジタル放送）およびデジタルデー
タ放送を再放送する業務

（３）契約者の受信機の設置場所が属する地域に自主放送サービス
番組の提供を行う業務

（４）上記事業に付随する業務

第 9条（利用料金）
　　当社は、毎月１日から末日までを１カ月として暦月単位で契
約者の料金計算を行います。

２．契約者は、料金表に定める基本料金を暦月の１カ月ごとに当
社に支払うものとします。なお、中途解約がなされた場合、
申請を受理した日の属する月までの利用料金を支払うものと
します。また、日割り計算による精算はいたしません。

３．基本料金は、サービスを受け始めた日の属する翌月から支払
うものとします。また、オプションチャンネル利用料は、基
本料金の他に料金表に定められた料金を支払うものとします。

４．当社が設定した基本料金の中には、ＮＨＫの放送受信料（衛
星受信料を含む）および株式会社ＷＯＷＯＷの有料放送サー
ビス視聴料金は含まないものとします。

５．落雷等やむを得ない事由によって、当社が第８条（当社が提
供するサービス）に定めるサービスの提供ができなかった場
合でも、原則として料金の減額はしないものとします。

６．社会経済情勢の変化・提供するサービス内容の拡充、設備の
更新等の事由により当社が諸料金を改定した場合は、改定さ
れた金額を当社に支払うものとします。

７．料金の支払いが遅延した場合は、契約者は当社に年１４．６％
の割合による遅延料金を支払うものとします。

８．当社は、契約者が地デジ・ＢＳコースに加入した場合は、オ
プションチャンネルのサービスを提供しないものとします。

９．契約者は、当社がサービス終了予定日を超えてサービス提供
を継続したこと、契約者のコース変更後もなお従前の設備を
設置していることなどの事情により当社のサービスを受けて
いる場合は、当該サービスについて当社が約款で定める料金
（サービス終了等の理由により現行の約款から当該サービスの
料金が削除されている場合には改正前の約款によります）を
支払うものとします。

第１０条（工事費）
　　契約者は、契約成立後、当社の指定する日に料金表に定める
工事費を支払うものとします。

２．光テレビと、光インターネットやケーブルプラス電話の工事
を同時に行った場合、その工事費は、光テレビの工事費と一
括して請求する場合がございます。なお工事費の請求は、原
則工事完了翌月となります。

第１１条（支払方法）
　　契約者は、利用料、工事費等について、当社が別途指定する
支払期日までに、当社が別途指定する方法により支払うもの
とします。

２．当社は、契約者に対して領収証の発行は行わないものとします。

第１２条（責任事項）
　　当社が第８条（当社が提供するサービス）で、（１）および
（２）に定める再放送業務を月のうち引き続き１０日以上行わ
なかった場合は、当該月分の料金は第９条（利用料金）の規
定にかかわらず無料とします。ただし、天災地変その他当社
の責めに帰すことのできない事由によるサービス停止の場合
は、この限りではありません。

第１３条（ＳＴＢ等機器の貸与ならびに禁止事項）
　　当社は契約者に対し、ＳＴＢ等の機器を貸与いたします。そ
の場合、貸与した機器は解約時に当社へ返却するものとしま
す。

２．契約者へ貸与された機器は、善良なる管理者の注意をもって
取り扱い、当社の承諾なしに移動または取り外し等は、でき
ないものとします。

３．契約者の故意または過失により貸与機器が破損・紛失した場
合には、その相当分を当社に支払うものとします。

４．契約者は、第２６条（契約者が行う契約解除）に定める解約、
および第２７条（当社が行う契約解除）、または第３３条（反
社会的勢力の排除）第３項の定めによる解除の場合、当社が
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指定する方法により、直ちに端末接続装置を当社に返却する
ものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社が料金
表に定める機器損害金を請求します。

５．当社は、契約者が契約に基づいて提供されていないチャンネ
ルの不正視聴、ＳＴＢの譲渡・貸与・入質、ＳＴＢ本体を開
蓋することを禁止します。

６．当社は、契約者が当社に無断で当社貸与以外のＳＴＢ、もし
くはＳＴＢの機能を代替する機器の接続を禁止します。

第１４条（Ｂ－ＣＡＳまたはＡ－ＣＡＳチップおよびＣ－ＣＡＳカード）
　　デジタル放送サービスの提供を受ける契約者は、ＢＳデジタ
ル放送用のＩＣカード（以下｢Ｂ－ＣＡＳカード｣といいま
す）またはA－ CASチップを使用するものとします。

２．Ｂ－ＣＡＳカードに関する取り扱いについては、株式会社ビ
ーエス・コンディショナルアクセスシステムズの｢ビーキャ
ス（Ｂ－ＣＡＳ）カード使用許諾契約約款｣ に定めるところ
によります。

３．解約時にはＢ－ＣＡＳカードを当社に返却するものとします。
４．デジタルＣＡＴＶ放送サービスの提供を受ける契約者は、デ
ジタルＣＡＴＶ放送限定受信用ＩＣカード（以下「Ｃ－ＣＡ
Ｓカード」といいます）を使用するものとします。

５．Ｃ－ＣＡＳカードの所有権は当社に帰属し、当社手配による
以外のデータ追加・変更・改ざんは禁止し、それらが行われ
たことによる当社および第三者に及ぼされた損害・利益損失
については契約者が賠償するものとします。また、契約者が
Ｃ－ＣＡＳカードを破損または紛失した場合には、その損害
分を当社に支払うものとします。

６．解約時にはＣ－ＣＡＳカードを当社に返却するものとします。
７．Ａ－ＣＡＳチップが搭載されたＳＴＢの機能故障が発生し受
信障害が出た場合、第１７条（施設の維持管理）に基づき、
機器交換をするものとします。

第１５条（施設の設置および費用の負担）
　　当社は、当社が設置する施設（以下「本施設」といいます）
のうち放送センターから光放送端末（以下「Ｖ－ＯＮＵ」と
いう）までの施設（以下「当社施設」という）の設置に要す
る費用を負担し、これを所有するものとします。ただし幹線
分岐装置（以下「クロージャー」という）からＶ－ＯＮＵの
設置に要する費用は、契約者が負担するものとします。また、
既設の幹線設備より幹線分配・幹線延長工事及びその他の施
設設置を必要とする場合には、当社が別に定めた基準によっ
てその超過分を契約者に負担して頂くことがあります。

　　対応集合住宅の場合は、建物代表者との間で別に定める集合
住宅契約に関する覚書（以下「覚書」）に従うものとします。

２．契約者は、Ｖ－ＯＮＵの出力端子からＳＴＢまでの施設（以
下「契約者施設」という）の設置工事（宅内工事）に要する
費用を負担し、これを所有するものとします。ただし、契約
者は設置の際の使用機器、工法等については当社の指定に従
うものとします。

　　対応集合住宅の場合は、覚書に従うものとし、契約者は、宅
内テレビ端子からＳＴＢまでの施設の設置工事（宅内工事）
に要する費用を負担し、これを所有するものとします。

３．引込工事における契約者の希望による特別工事に関わる費用
は、契約者が負担するものとします。

４．本施設の設備工事は、当社または当社が指定した工事業者が
行うものとします。

第１６条（施設の所有関係）
　　本施設のうち放送センターからＶ－ＯＮＵ出力端子までの施
設およびＳＴＢ等の貸与機器は、当社の所有とします。本施
設のうちＶ－ＯＮＵ出力端子から全ての宅内の施設（ＳＴＢ
の貸与機器除く）は、契約者の所有とします。

　　対応集合住宅の場合は、覚書に従うものとし、宅内テレビ端
子から全ての宅内の施設（ＳＴＢの貸与機器除く）は、契約
者の所有とします。

第１７条（施設の維持管理）
　　当社は、当社施設を法令等に適合するよう維持管理します。
２．当社は、Ｖ－ＯＮＵの出力側までの施設（対応集合住宅の場
合は、覚書に従うものとします。）および当社が提供するＳＴ
Ｂについて維持管理します。

３．Ｖ－ＯＮＵの出力端子以降（対応集合住宅の場合は、覚書に
従うものとします。）の施設および受信機等に起因する事故が
生じた場合、当社はその責任を負わないものとします。

４．契約者は当社施設の維持管理の必要上、当社のサービス提供

が一時的に停止することがあることを承認するものとします。
５．契約者は、契約者施設について維持管理責任を負います。
第１８条（設置場所の無償使用）
　　当社は、本施設を設置するために必要最小限において、契約
者が所有または占有する敷地、家屋および、構築物等を無償
で使用できるものとします。

第１９条（故障）
　　当社は、提供するサービスの受信に異常が生じた場合、これ
を調査し、必要な処置を講じます。

２．当社の提供するサービスの受信に異常をきたしている原因が
契約者の施設による場合は、その修復は、契約者が行うもの
とします。

３．契約者は、故意または過失により当社の提供するサービス施
設に故障が生じた場合は、その施設の修復に要する費用を負
担するものとします。

第２０条（便宜の供与）
　　当社または当社の指定する業者は、設備の検査・修復・撤去
を行うため、契約者が所有もしくは占有する敷地・家屋・構
築物等に立ち入ることがあります。この場合、契約者は正当
な理由がない限り、敷地・家屋・構築物等に立ち入ることお
よび業務を実施することに便宜を供与するものとします。

第２１条（設置場所の変更等）
　　契約者は、当社の光サービス提供区域内に限りテレビジョン
受像機および受信機の設置場所を変更することができます。

２．契約者は、前項の規定によりテレビジョン受像機および受信
機の設置場所を変更しようとする場合は、当社または当社の
指定する業者にその旨を申し出るものとします。

３．契約者は、前項の変更に要する費用を負担するものとします。

第２２条（名義変更）
　　当社は、相続または特に当社が認める場合に限り、契約者か
ら名義変更届を受領することにより、名義変更を認めること
ができるものとします。

２．前項の場合、新契約者となる者は、旧契約者の有する本件契
約に関する権利義務の一切を引継ぐものとします。

第２３条（一時休止）
　　契約者は、当社のサービスの提供の一時休止を希望する場合
には、あらかじめその期間を定めて事前に当社にその旨当社
の指定する方法により申し出るものとします。また、申し出
た期間の変更を希望する場合も同様にあらかじめ当社の指定
する方法により申し出るものとします。

２．申し出た期間または第３項に定める最長期間が満了した場合
は、当然に、サービスの提供の一時休止は終了してサービス
の提供が再開されるものとします。

３．第１項の一時休止期間は、連続して最長 6カ月間とします。
ただし、再度休止する場合、前回の休止後からサービスを 6
カ月以上ご利用いただく必要があります。

４．一時休止期間中の利用料は無料とします。
５．一時休止期間は、当社が第７条（工事費割賦）の規定により
設定する最低利用期間との関係では、契約者の利用期間に含
めないものとします。

６．一時休止期間が連続して最長 6カ月を超える場合は解約扱い
とし、当社施設および貸与した機器等を撤去します。

第２４条（利用停止）
　　当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定
める期間（その光テレビサービスの料金その他の債務（この
約款により支払を要することとなったものに限ります。以下
この条において同じとします）を支払わないときは、その料
金その他の債務が支払われるまでの間）、その光テレビサービ
スの利用を停止することがあります。なお、利用停止により、
当社は契約者に対しいかなる責任も負わないものとします。

（１）料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払
わないとき（支払期日を経過した後、当社が指定する料金収
納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、
当社がその支払の事実を確認できないときを含みます）。

（２）契約の申込に当たって、当社所定の書面に事実に反する記載
を行ったこと等が判明したとき。

（３）この約款の規定に違反したとき。
２．契約者は、サービスの利用停止措置を受けた場合、すみやか
に債務を弁済するものとします。



第２５条（初期契約解除制度）
　　契約者は、当社から契約内容確認書を受領した日から起算し

て８日を経過するまでの間、法令の定めに基づき、書面によ
りその申し込みの撤回または当該契約の解除を行うことがで
きます。（以下、「初期契約解除制度」という。）

２．本条に定める方法による契約解除の効力は、当社に対し前項
の書面を発した時に生じます。

３．本条に定める方法により本契約が解除された場合、契約者は、
損害賠償もしくは違約金その他の金銭等を請求されることは
ありません。ただし、本契約の解除までの期間において提供
した利用料金および、既に工事が実施された場合の工事費を
負担するものとします。

４．工事費の請求額は、当社が別に定める料金表に従い支払うも
のとします。

５．本条に定める契約解除の制度について当社が不実のことを告
げたことにより契約者が告げられた内容が事実であると誤認
をし、これによって８日間を経過するまでに契約を解除しな
かった場合、本契約の解除を行うことができる旨を記載して
交付した書面を受領した日から起算して８日を経過するまで
の間であれば契約を解除することができます。

第２６条（契約者が行う契約解除）
　　契約者は、自己の都合によって解約しようとする場合、解約
を希望する日の１０日以前に当社の指定する方法によりその
旨を申し出るものとします。

２．前項による解約の場合、契約者は次の各号をあらかじめ承認
するものとします。

（１）当社は、契約者の住居もしくは敷地内に設置した当社施設お
よび貸与した機器等を撤去します。

（２）契約者は解約に伴う工事費用を負担するものとします。また、
解約に伴い、契約者が所有もしくは占有する土地・建物その
他の工作物等の復旧を要する場合、契約者はその復旧に係る
復旧費用を負担するものとします。

（３）契約者は、解約を申し出た日の属する月までの料金を支払う
ものとします。

第２７条（当社が行う契約解除）
　　第２４条（利用停止）の規定により光テレビサービスの利用

停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき、当
社は催告なしに契約者との契約を解除することがあります。

２．第２４条（利用停止）の規定のいずれかに該当する場合に、
その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障をおよぼすと
認められる相当の理由があるときは、前項の規定にかかわら
ず、光テレビサービスの利用停止をしないで催告なしにその
契約を解除することがあります。

３．当社は、当社または契約者の責めに帰すべからざる事由により、
サービス提供にかかる当社施設の変更を余儀なくされ、かつ
代替構築が困難でサービスを提供できなくなる場合、加入契
約を解除することがあります。この場合には、当社は、その
ことを事前に契約者に通知するものとします。

４．当社の所有設備機器を利用もしくは改変することにより、契
約した受信機等以外の設備を接続し、当社の設備を利用した
場合、契約者との契約を解除することがあります。当該契約
者は、別に定める違約金を支払うものとします。

５．第２０条（便宜の供与）の規定に反して、当社または当社の
指定する業者の立入りによる業務の実施を契約者が正当な理
由なく拒否された場合には、当社は催告なしに契約者との契
約を解除することがあります。

６．本条に規定する解除がなされた場合の料金の支払等は、第
２６条（契約者が行う契約解除）の規定に準じた取扱いとし
ます。

７．当社は、第１項の規定により、その契約を解除しようとする
ときは、契約者の住居もしくは敷地内に設置した当社施設お
よび貸与した機器等を撤去します。その場合、必要に応じて
契約解除者が所有するもしくは占有する土地・建物等へ出入
りできるものとします。また、撤去に伴い契約者が所有また
は占有する土地・建物等の復旧に要する費用等は、一切の負
担責任を負わないものとします。

第２８条（債権回収代行会社への業務委託）
　　当社は、契約者が利用料、工事費その他債務について支払遅
延により当社が直接回収不可能と判断した場合、債権回収代
行会社へ債権の回収業務を委託するものとします。

第２９条（免責事項）
　　当社は、次に該当する場合に対する損害の賠償責任は一切負
わないものとします。

（１）天災、事変、法令上の制限、停電によってサービス提供が停
止した場合。

（２）放送衛星、通信衛星の機能停止によってサービス提供が停止
した場合。

（３）当社が本施設を維持管理する必要上、サービスの提供を一時
的に停止する場合。また、本施設の故障によるサービスの不
良・中断等も同様とします。

（４）その他当社の責に帰することのできない事由によってサービ
ス提供が停止した場合。

（５）前号１から４号により、契約者が所有する録画機器等に録画
ができなかった場合。

第３０条（放送内容の変更および著作権・著作隣接権侵害の禁止）
　　当社は、やむを得ない事情によりサービス業務内容を変更す
ることがあります。なお変更によって起こる損害の賠償には
応じません。

２．契約者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られ
た範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当
社の提供するサービスの、不特定または多人数に対する対価
を受けての上映、ビデオデッキその他の方法による複製、お
よびかかる複製物の上映、その他当社が提供しているサービ
スに対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為を
することはできません。

第３１条（録画機能付きＳＴＢ等の貸与機器に関する免責事項）
　　加入契約の解約時や故障等での交換時、当社は契約者に通知
なく、録画機能付きＳＴＢ等の貸与機器に録画された番組デ
ータおよび個人情報を消去できるものとし、契約者はこれを
了解するものとします。

２．録画機能付きＳＴＢ等の貸与機器の故障・不具合・誤操作、
その他の理由により、放送番組が正常に録画または再生でき
なかった場合、当社は一切の補償責任を負わないものとしま
す。また、録画機能付きＳＴＢ等の貸与機器の故障・不具合・
その他の理由による修理および機器交換に際しての録画番組
の損失に関しても、当社は一切責任を負わないものとします。

第３２条（リモートコントローラー）
　　当社は契約者に対しＳＴＢに使用するリモートコントロー
ラーを貸与いたします。

２．契約者に貸与されたリモートコントローラーに、不具合が生
じた場合は無償で交換いたします。ただし、紛失や加入者の
故意または過失による故障の場合を除きます。

３．紛失や故意または過失による故障が生じた場合には、有償で
交換に応じます。

第３３条（反社会的勢力の排除）
　　契約者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明
し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証す
るものとします。

（１）自らまたは自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でな
くなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力
団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能
暴力集団等その他これらに準じる者（以下、総称して「暴力
団員等」といいます）であること

（２）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する
こと

（３）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係
を有すること

（４）自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に
損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用して
いると認められる関係を有すること

（５）暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する
などの関与をしていると認められる関係を有すること

（６）自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が暴
力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

２．契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一
にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。

（１）暴力的な要求行為
（２）法的な責任を超えた不当な要求行為
（３）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
（４）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用

を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為



（５）その他前各号に準ずる行為
３．契約者が前二項に違反した場合、当社は通知または催告等何

らの手続きを要しないで直ちに契約を解除することができる
ものとします。

４．当社は、第３項の規定により利用契約を解除した場合、サー
ビス利用者に損害が生じても、その賠償責任を負わないもの
とします。

第３４条（契約者個人情報の取扱い）
　　当社は、保有する契約者個人情報については、個人情報の保
護に関する法律（平成１５年法律第５７号、個人情報の保護
に関する基本方針、平成１６年４月２日閣議決定）、および放
送受信者等の個人情報の保護に関する指針（平成１６年８月
３１日総務省告示第６９６号、以下「指針」という）に基づ
くほか、当社が定める基本方針（以下「宣言書」という）お
よびこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。

２．当社の宣言書には、当社が保有する契約者個人情報に関し、
利用目的、契約者個人情報により識別される特定の個人（以
下「本人」という）が当社に対して行う各種求めに関する手
続き、苦情処理の手続き、その他取り扱いに関し必要な事項
を定め、これをホームページおよび文書を当社内の閲覧可能
な箇所に設置することにより公表します。

３．当社は、保有する加入者個人情報を以下の目的のために利用し、
目的の達成に必要な範囲において契約者個人情報を取扱うと
共に正確かつ最新の内容に保つよう努めます。

（１）光テレビサービス契約の締結。
（２）光テレビサービス料金の請求。
（３）光テレビサービスに関する情報の提供。
（４）本申込書で得た情報は、当社が業務を受託しているＮＨＫ衛

星契約取次およびＮＨＫ受信料団体一括支払いに利用するこ
とがあります。

（５）光テレビサービスの向上を目的とした視聴者調査。
（６）受信装置の設置およびアフターサービス。
（７）光テレビサービスの視聴状況等に関する各種統計処理。
（８）光テレビサービスおよび当社が提供するその他のサービス（光

インターネット、ケーブルプラス電話等）を行う上でその業
務上必要な場合。

（９）業務の一部を当社が別途指定する者（プロバイダ、金融機関、
配送業者、工事業者、集金代行者および行政機関）に委託す
る場合。

（10）警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護
士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法律等
に基づき情報開示請求が書面でなされた場合には、当社が必
要と認めた場合のみ個人情報の開示を行います。

４．当社は、契約者との加入契約が解除等された後においても、
上記の利用目的の範囲内で個人情報を利用することがありま
す。

第３５条（国内法への準拠）
　　この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約に
より生じる一切の紛争等については長野地方裁判所を管轄裁
判所とします。

〈付則〉
（１）当社は特に必要がある場合は、この約款に特約を付すことができるも

のとします。
（２）この約款は、２０１８年１０月１日より施行します。
（３）実施期日
　　 この改定規定は２０２３年６月１日より実施します。

クレジットカード支払いに関する特約
１．契約者は、契約者が支払うべき料金等を、クレジットカード

会社の会員規約に基づき支払います。
２．契約者は、契約者から当社に申し出をしない限り毎月継続の
上前項と同様に支払います。

３．契約者が届け出たクレジットカード会社の会員資格を喪失し
た場合はもちろん、クレジットカード利用代金の支払状況等
によっては、当社またはクレジットカード会社の判断により
一方的に本手続きを解除できるものとします。

４．契約者はカードの紛失等で会員番号が変更となった場合、遅
滞なく当社にその旨を連絡するものとします。

５．前項の連絡を怠った場合、会員の事前承諾なしに新しい会員
番号がクレジットカード会社により当社に通知されることが
あります。

2023 年 6 月１日

光テレビ料金表
・表記説明
（１) 特記事項なき料金は、１台（単位）あたりの月額利用料です。
（２) 料金はすべて税別です。

１．基本利用料

品目
月額利用料

1台目 2台目以上
光プレミアコース 4,500 円 3,000 円
光スタンダードコース 3,500 円 2,500 円
光ミニコース 2,000 円 1,000 円
光　地デジ・ＢＳコース 1,800 円 ―

※基本利用料にはHDD録画機能付きSTB利用料が含まれます。
　ただし、光地デジ・BSコースにはSTBの設置はしません。
※ INC光対応集合住宅には光地デジ・BSコースはありません。

２．ブルーレイ内蔵 4KSTB利用料
　各コース基本利用料に 2,100 円が加算されます。

３．オプションチャンネル利用料
チャンネル名 月額利用料

スターチャンネル１・２・３ 2,300 円
J　SPORTS　4 1,300 円
Ｖ☆パラダイス 700 円
東映チャンネル 1,500 円
衛星劇場 1,800 円

ＴＢＳチャンネル１ 600 円
テレ朝チャンネル１ 600 円
釣りビジョン 1,200 円

フジテレビONE/TWO/NEXT 1,500 円
フジテレビNEXT 1,200 円

フジテレビNEXT（光ﾌﾟﾚﾐｱｺｰｽ） 1,000 円
グリーンチャンネル /2 1,000 円
プレイボーイチャンネル 2,500 円
レッドチェリー 2,500 円

レインボーチャンネル 2,300 円

４．工事費
作業内容 金額
引込工事 25,000 円

テレビ宅内工事費
（戸建住宅・INC非対応集合住宅） 15,000 円

テレビ宅内工事費
（INC光対応集合住宅） 10,000 円

５．撤去費
作業内容 金額
引込撤去工事

（戸建住宅・INC非対応集合住宅） 10,000 円

※ 2022 年 6 月 30 日以前に契約した場合は 4,000 円。

６．機器損害金
機種名 型番 機器損害金

STB

BD-V5700R 30,100 円
TZ-HT3000BW 37,800 円
TZ-HT3500BW 36,800 円
TZ-BT9000BW 75,000 円
TZ-BDT920PW 69,000 円

TZ-BDT910PW/900PW 76,000 円
TZ-HDW600P 46,000 円

カード
B-CAS 1,964 円
C-CAS 2,858 円

７．リモートコントローラー
STB型番 金額
BD-V5700R 2,000 円
TZ-HT3000BW 998 円
TZ-HT3500BW 1,330 円
TZ-BT9000BW 1,490 円


